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	富里市GPS端末購入支援
	助成金
	富里市教育委員会で
	申請受付を開始しました！
	令和
	から
	令和
	まで
	4月1日以降に契約・購入したGPS端末が助成対象です



	☎︎0476-93-7658
	富里市安全対策GPS端末購入費助成金
	助成の概要 　■日常生活及び登下校時における、児童の安全確保と保護者の不安感の        軽減を図ることを目的に、GPS端末の購入時初期費用の一部を助成します。
	助成額と対象者 　■ 助成額 　GPS端末購入時の初期費用を助成（※上限10,000円 ） 　　（端末本体代金、初期登録費、送料等含む）  　　
	　■対象者　 次の全ての項目に該当する方  　　１．富里市内小学校に通学する児童の保護者であること。  　　２．児童（小学１年生から６年生）の親権を有する者又は、 　　　　当該児童と生計を一にしていること。

	対象条件と対象外のもの 　■対象条件  　　１．令和８年４月1日以降に購入されたGPS端末  　　　　（端末本体代金、初期登録費用、初期手数料、送料等助成対象）   　　２．学校に持ち込みができる物（ランドセル、防犯ブザー等）に付属品とし　　　 　　　　てGPS端末がついている場合、GPS端末分は助成対象とします。  　　 ３．GPS端末本体価格が不明な場合は、商品購入明細書を添付してください。  　　 ４．小学校在学期間中、児童1名につき端末1台分の助成を限度とします。
	　■対象外のもの 　　 １．月額使用料等は保護者負担となります。  　　 ２．初期登録料、初期手数料の項目の中に月額使用料が含まれている場合は、 　　　　月額使用料分は対象外となりますのでご注意ください。  　　 ３．専用ケースおよびカバー、スマートフォン、キッズ携帯電話、スマートウ                  ォッチなど。  　　 ４．上記に明記した物以外でも不特定多数との通話ができるもの、ゲーム機能 　　　　が搭載されたものは対象外となります。
	※申請受理から交付まで3か月程度の期間を要します。予めご了承ください。________________________________________________________________
	お問い合わせ：教育委員会学校教育課



	☎︎0476-93-7658

